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立会日時延期

河川敷に悪質な不法投棄(廃タイヤ約３０本)を発見
～警察に通報し現地立会します～

４月24日（水）午前、石巻市前谷地字龍ノ口山地先の江合川右岸河
川敷に、廃タイヤ約30本の投棄を河川巡視員が確認しました。職員が
確認の上18時00分石巻警察署に通報しました。本日4月25日14時00
分より警察と現地立会を実施します。

不法投棄は、「河川法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違
反する行為です。今後も、河川巡視等により発見した悪質な不法行為
に対しては、ただちに警察に通報し原因者の特定に努めていきます。

詳細は次のとおりです。
①発見日時 4月24日（水）午前（涌谷出張所河川巡視員が発見）。

その後、職員確認のうえ18時00分石巻警察署に通報
②発見場所 石巻市前谷地字龍ノ口山地先（江合川右岸河川敷）
③投棄状況 廃タイヤ約３０本
④現地立会 石巻警察署 4月25日（木）14時00分より立会

※都合により本日の立会は延期になりました。立会日が決まりましたら
後日お知らせいたします。

●罰則については、以下のとおりです
・河川法では、３ヶ月以下の懲役又は２０万円以下の罰金
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、５年以下の懲役又

は１千万円以下の罰金（法人等の場合は３億円以下の罰金）
に処せられる場合があります。
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